
問合先
長久手市子ども部子ども政策課

TEL：0561-56-２５５５（直通）、FAX：0561-63-2100、Ｅmail：kodomoseisaku@.nagakute.aichi.jp

★★君のチカラが必要だ！★★

・ 「こどもの権利」を守るにはどうしたらいい？

・ 新しい友達とチャレンジ！お菓子を食べてワイワイ話そう！

・ こどもの意見が大切です！

☝ 市内にお住まいの方

☝ 小学校５・６年生、中学生、高校生又は１８歳までの人（令和９年３月末時点）

☝ １５人程度

ＱＲコード または ＵＲＬから申込みください。
令和８年６月１７日（水）しめきり

★ＵＲＬ https://logoform.jp/form/qbGK/1555664

長久手市では、令和８年度中にこどもの権利条例の制定を目指しています。

こどもの声を反映するために「こども会議」を開催し、こどもが中心となって「こども

の権利」をみんなに知ってもらうための活動をします。

第１回 ８月１９日（水）１３：３０～１６：００

ワークショップ「こどもの権利について」長久手市西庁舎公民館

第２回 ８月２０日（木）１３：３０～１６：００

ワークショップ「みんなに知ってもらうには？」長久手市西庁舎公民館

第３回 ８月２１日（金）１０：１５～１１：３０ / １３：１５～14：30 フィールドワーク 市内児童館

第４回 １０月３日(土)午前 ワークショップ「学校で何かしてみたい！」 長久手市西庁舎公民館

第５回 １２月６日（日）午前（準備）・午後（発表） こどもの権利条例関連講演会 文化の家

【保護者の方へ】

◯大学生がこども会議の活

動をサポートします。

◯市のホームページ等に活

動の写真を掲載します。
申込用紙は、ＦＡＸ、メール、市役所子ども政策課へ持参可。

用紙は下記に掲載しています。

★ホームページ https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/kodomobu/kodomoseisakuka/2/05/22609.html

注）スケジュールは予定です。変更する場合がありますので、ご了承ください。

https://logoform.jp/form/qbGK/1555664
https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/kodomobu/kodomoseisakuka/2/05/22609.html

